
 

 

 

 

 

 

 

 

「第9回地域型年金委員会連絡協議会」が、令和7年5月23日に東京都千代田区のエッサム神田ホール2号館で開

催されました。 

この連絡協議会は、NPO法人年金・福祉推進協議会が平成31年度から「年金委員の活動支援事業」を実施する

こととなり、すでに地域型年金委員会が設置されていた神奈川県、千葉県、埼玉県、福島県に呼び掛け、地域

型年金委員会の健全な育成及び会員相互の連絡調整を図り、もって年金事業の円滑な運営に寄与することを目

的として令和元年9月に地域型年金委員会連絡協議会が設置されました。事務局はNPO年金・福祉推進協議会が

担い今回で9回目の開催となりました。 

神奈川県、千葉県、埼玉県の地域型年金委員会の代表、日本年金機構（以下、機構）の事業推進統括部、NPO

法人年金・福祉推進協議会が出席しました（今回、福島県は事情により欠席）。 

 

議 事 （司会：佐々木 満） 

1. 開催の挨拶 ……NPO年金・福祉推進協議会 副理事長 大山 均 

2. 自己紹介 

3. 各地域型年金委員会の取組み 

4. 日本年金機構の取組み 

  資料：日本年金機構作成の一般向け年金関連パンフレット 

意見交換  
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地域型年金委員の組織化は必要か 

～千葉県は地域型年金委員会を解散～ 

年金委員活動│第9回地域型年金委員会連絡協議会 

NPO法人 年金・福祉推進協議

会の木谷豊 理事 

左からNPO法人 年金・福祉推進協

議会の佐々木満 理事兼事務局

長、大山均 副理事長、飯島紀夫 

理事 



 

◆各地域型年金委員会の取組み 

令和7年度は令和6年度よりもさらに充実した活動を実施 …神奈川県・石本邦秋会長より 

神奈川県の地域型年金委員は合計約428名です。郵便局長への委嘱もあり他県と比べると会員数は多いと思い

ます。神奈川県の場合は、委嘱数＝会員数なので、委嘱されたら必ず会員になることになっています。ただ、

この400名以上の会員のことを把握しきれているわけではありません。ですから、年金事務所がもっと年金委員

に積極的に働きかけて、何をしてほしいか伝えてまとめていっていただければ、さらに有効な活動ができるの

ではないかと思います。 

令和7年度は、6月に理事会を開催し、年金委員活動の中間報告を行い、事業計画について話し合う予定にな

っています。また、同月に役員の改選も予定しています。 

令和7年度は、令和6年度に増して充実した年金委員活動を行っています。チラシ配り、学校等におけるセミ

ナー開催などの広報活動を拡大して行っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域型年金委員数を増やすことが課題 …埼玉県・赤木信雄理事より 

埼玉県の地域型年金委員会は105名です。郵便局長への加入の働きかけは積極的に行っていません。 

令和7年度は「シニアライフセミナー」を開催し、「年金」と「健康・介護」の2本立ての講義を行っています。

年金については、いま話題の年金制度改正についても触れています。また、スマートフォンを使った「ねんき

んネット」や、マイナンバーカードを使った「マイナポータル」の利用方法についての研修を行っています。

詳しくは年金事務所の職員に指導していただきましたが、こうした交流を通じて、年金委員同士、また、年金

事務所職員と良好な関係を築けていると思います。月1回行われる埼玉県年金委員会運営会議においても、年金

委員から機構に対して、今後のさらなる活動支援をお願いしていければと思います。 

また、現在、「学生納付特例制度」の周知について力を入れています。セミナーを開催したり学校訪問を行っ

たりしていますが、地域型年金委員だけでなく、職域型年金委員にも、豊富な知識と経験を活かして積極的に

活動に参加していただきたいと考えています。 

他には、チラシやポスターの配布、年金相談会の開催などを行っています。また、米田英次理事が中心とな

って会員用のホームページを作成しているところです。お知らせコーナーや活動状況の紹介、可能ならば会員

名簿なども掲載していく予定です。 

埼玉県の問題点は、年金委員が少ないことです。機構にも年金委員を増やしていただけるようお願いしてい

ますが、まだ明確な変化はありません。年金委員が増えれば、地区連絡会などにも多くの年金委員に参加して

いただけるのではないかと考えています。 

郵便局長への委嘱について議論は行っていますが、埼玉県ではかなり慎重になっています。希望者には積極

的に会員になっていただきたいと考えますが、郵便局長から働きかけてくることはありません。会員数を増や

すために何ができるかが現在の課題です。 
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神奈川県の石本邦秋 会長 神奈川県の早川正道 事務局長 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全役員一致のもと地域型年金委員会を解散 …千葉県・佐々木伸二元理事より 

千葉県では、会員数を増やすという年金事務所の意向もあり郵便局長も委嘱の対象となっていますが、今後

は職域型年金委員を辞めた方にも声を掛けて、地域型年金委員になっていただけたらと考えています。千葉県

でも、どうやって会員数を継続して増やしていけるかが大きな課題となっています。現状では地域型年金は30

名を切っており、組織として維持することが大変難しくなっています。 

そのようななか、千葉県では、3月27日に理事会を開催しました。そこで、全員一致のうえ年金委員会の解散

を決定いたしました。令和3年に機構が年金委員連絡会を新設した際、既にある年金委員会と機能が重複してし

まうため、千葉県では年金委員会の解散することとしました。ところが、機構からは「新たな連絡会と委員会

が両輪となって引き続き活動して欲しい。役割分担などは一緒に検討し、その後に解散などについて決めて欲

しい」と言われ解散を白紙撤回した経緯があります。その後、年金事務所から何らかの方向性が示されること

もなく、この度、委員会の解散決定に至りました。少ない会員数を、明確な役割分担もなく連絡会と委員会の

ダブルで活動することは到底無理なことだと考えた結果です。なぜ機構は解散しないでほしいと考えたか、明

確な回答が無かったことが疑問です。 

年金委員を組織化することについて、機構からは何も考えを伝えていただいておりませんし、支援も行って

いただいていません。年金委員が減少し続けているいま、新しい年金委員をどうやって増やしていけるか、ど

のように活動していけばよいか、機構に考えを示していただけるよう強く求めます。 

年金委員会を復活される考えがないかと問われれば、そのような要望があり、やる人がいればあり得なくは

ありません。しかし、役割分担もなく同じようなことをする組織が2つ必要かというと、不要だということにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県の赤木信雄 理事 埼玉県の米田英次 理事 
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千葉県の佐々木満 元副会長 千葉県の佐々木伸二 元理事 



 

◆意見交換…地域型年金委員の組織化について 

 

 

 

 

 

 

 

年金委員の在り方について…神奈川県・石本邦秋会長より 

 地域型年金委員の活動は、年金委員会支部として活動するにしても年金委員会として活動するにして

も、中心となっている年金事務所がいかに各事務所に情報を伝えてまとめていくかにかかっています。そ

このことについて機構が上に立って指示していくことが大切だと思っています。機構本部にはぜひ強いリ

ーダーシップを持っていただくことをお願いします。 

連絡会と年金委員会の在り方ついて…千葉県・佐々木満元副会長より 

 連絡会と年金委員会の両方を活性化するためには、連絡会が率先して活動し、そこに年金委員会がどう

参加していくかを考えるべきではないでしょうか。結局、千葉県の年金委員会の解散は、機構のリーダー

シップの欠如が招いたことだと考えます。 

機構の今後の方針について…日本年金機構 事業推進統括部・塩野祐治郎事業調整監より 

 職域型年金委員、地域型年金委員どちらに対しても、これまでは、「こういうことをやってほしい」とい

う考えが明確になっていなかったことは確かです。今年度は、「こういうことをやってほしい」ということ

を視点に、年金委員活動に対する取り組みを行っているところです。 

令和3年12月に、それまで各年金事務所単位で設置していた連絡会を、都道府県単位の「都道府県地域型

年金委員連絡会」と年金事務所ごとの「地区連絡会」に再構築し、地域型年金委員の活動の活性化を進め

てきました。そうしたなか、千葉県から連絡会と年金委員会の役割分担を示すようにとの依頼がありまし

たが、整理ができていませんでした。今後は、連絡会と年金委員会の活動状況をきちんと把握して、今後

の活動の在り方につなげていきたいと考えています。 

年金委員の組織化について 

私は、年金委員の組織化は必要だと思っています。組織を通じて年金委員に情報を伝えていくことが年金

委員活動にとって有効だと思うからです。機構にとって年金委員は必要不可欠な存在で、今後は「どうい

う活動をしてもらうか」をはっきり伝えていきたいと考えています。そのときに組織を最も有効な形で活

用するにはどうすれば良いか、議論しながら進めていきたいと思います。 

連絡会に地域型年金委員会も参加させては…千葉県・佐々木満元副会長より 

 組織化を考えるのであれば、機構の連絡会に地域型年金委員会も参加させて積極的に意見を出してもら

えば良いのではないでしょうか。機構は、年金委員を組織化したいと言いながら、具体的には何も伝えら

れていないのが現状です。千葉県の年金委員の解散をきっかけに、機構にはぜひ考えを具体的に示してい

ってほしいと願っています。 
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◆日本年金機構の取組み 

 機構からは、機構が作成した各種パンフレット（下記）の提示があり、年金委員活動にも活用していただけ

けるよう依頼がありました。特に最近増えている外国人労働者の移入に伴う外国語対応のパンフレットの活用

を検討してもらいたい考えです。 

＜日本国内にお住まいの外国籍の皆様へ＞ 

●国民年金は、みんなで暮らしを支えあう国の保険です 

●国民年金保険料の納付は義務です 

●保険料の納付が難しい場合、保険料の免除・猶予制度があります 

●日本語以外の言語で電話相談が出来ます 

  など 

※英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・タガログ語・タイ語・ベトナム語・

ミャンマー語・カンボジア語・ロシア語・ネパール語・モンゴル語 

 

■例：英語版「公的年金制度のご案内」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本年金機構 事業推進統括部の

塩野祐治郎 事業調整監 

 

同じく事業推進統括部 管理・市

区町村調整グループの外岡誠 参

事役 
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